
一
─
─
─
享
楽
カ
ロ
リ
ー
●
一
九
六
五
・
一
〇
・
一
七
─
─
2

二
─
─
─
粉
飾
政
治
・
粉
飾
裁
判
？
●
一
九
六
五
・
一
〇
・
二
四
─
─
4

三
─
─
─
漁
船
の
集
団
遭
難
●
一
九
六
五
・
一
〇
・
三
一
─
─
6

四
─
─
─
人
間
の〝
集
中
豪
雨
〟●
一
九
六
五
・
一
一
・
七
─
─
8

五
─
─
─
新
聞
の
魅
力
と
は
何
か
●
一
九
六
五
・
一
一
・
一
四
─
─
10

六
─
─
─
富
士
山
麓
で
感
じ
た
こ
と
●
一
九
六
五
・
一
一
・
二
一
─
─
12

七
─
─
─
政
治
家
の〝
集
団
発
狂
〟●
一
九
六
五
・
一
一
・
二
八
─
─
14

八
─
─
─
台
湾
人
の
台
湾
●
一
九
六
五
・
一
二
・
五
─
─
16

九
─
─
─「
調
和
の
日
」を
提
案
す
る
●
一
九
六
五
・
一
二
・
一
二
─
─
18

一
〇
─
─
わ
れ
わ
れ
は
も
っ
と
驚
こ
う
●
一
九
六
五
・
一
二
・
一
九
─
─
20

一
一
─
─〝
が
め
つ
さ
〟に
つ
い
て
●
一
九
六
五
・
一
二
・
二
六
─
─
22

一
二
─
─
66
年
の
最
大
の
課
題
●
一
九
六
六
・
一
・
二
─
─
24

一
三
─
─
万
国
博
は
ギ
ャ
ン
ブ
ル
だ
●
一
九
六
六
・
一
・
一
六
─
─
26

一
四
─
─
国
家
予
算
の〝
ぶ
ん
ど
り
戦
争
〟●
一
九
六
六
・
一
・
二
三
─
─
28

一
五
─
─
ま
た
も〝
転
向
〟の
季
節
を
迎
え
た
●
一
九
六
六
・
一
・
三
〇
─
─
30

一
六
─
─
社
会
党
に
は
荒
療
治
が
必
要
●
一
九
六
六
・
二
・
六
─
─
32

一
七
─
─
鷹
司
平
通
氏
の
事
故
死
●
一
九
六
六
・
二
・
一
三
─
─
34

一
八
─
─
私
は
危
う
く
難
を
ま
ぬ
が
れ
た
●
一
九
六
六
・
二
・
二
〇
─
─
36

一
九
─
─〝
早
大
騒
動
〟に
思
う
●
一
九
六
六
・
二
・
二
七
─
─
38

［
第
１
巻 

目
次
］

解
題　

阪
本
博
志
　
（3）

回
─
─
タ
イ
ト
ル
●『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』掲
載
号
─
─
復
刻
版
ペ
ー
ジ 

二
〇
─
─
売
春
制
度
復
活
論
に
つ
い
て
●
一
九
六
六
・
三
・
六
─
─
40

二
一
─
─〝
教
育
不
在
〟の
日
本
の
大
学
●
一
九
六
六
・
三
・
一
三
─
─
42

二
二
─
─
空
の
事
故
の〝
集
中
豪
雨
〟●
一
九
六
六
・
三
・
二
〇
─
─
44

二
三
─
─
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
に
気
が
つ
か
な
い
●
一
九
六
六
・
三
・
二
七
─
─
46

二
四
─
─
一
億
総
憂
う
つ
●
一
九
六
六
・
四
・
三
─
─
48

二
五
─
─
売
春
防
止
法
の
強
化
●
一
九
六
六
・
四
・
一
〇
─
─
50

二
六
─
─
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
●
一
九
六
六
・
四
・
一
七
─
─
52

二
七
─
─
太
田
議
長
の
都
知
事
選
出
馬
●
一
九
六
六
・
四
・
二
四
─
─
54

二
八
─
─
狂
気
で
な
い
異
常
の
恐
ろ
し
さ
●
一
九
六
六
・
五
・
一
─
─
56

二
九
─
─
大
切
な
の
は
国
民
の
生
活
だ
●
一
九
六
六
・
五
・
八
─
─
58

三
〇
─
─
郭
沫
若
の
自
己
批
判
●
一
九
六
六
・
五
・
一
五
─
─
60

三
一
─
─
女
子
学
生
の
入
学
制
限
●
一
九
六
六
・
五
・
二
二
─
─
62

三
二
─
─
中
共
の
核
実
験
と
日
本
●
一
九
六
六
・
五
・
二
九
─
─
64

三
三
─
─
あ
る
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ソ
ン
グ
●
一
九
六
六
・
六
・
五
─
─
66

三
四
─
─
少
年
と
青
年
と
成
人
●
一
九
六
六
・
六
・
一
二
─
─
68

三
五
─
─〝
自
殺
〟と〝
自
死
〟●
一
九
六
六
・
六
・
一
九
─
─
70

三
六
─
─
安
倍
能
成
氏
の
死
●
一
九
六
六
・
六
・
二
六
─
─
72

三
七
─
─
松
村
氏
の〝
保
守
二
党
論
〟●
一
九
六
六
・
七
・
三
─
─
74

三
八
─
─
都
知
事
選
と
大
政
党
の
権
威
●
一
九
六
六
・
七
・
一
〇
─
─
76



三
九
─
─
人
生
と〝
完
全
試
合
〟し
た
妖
婦
●
一
九
六
六
・
七
・
一
七
─
─
78

四
〇
─
─
日
本
に
農
業
政
策
は
あ
る
の
か
●
一
九
六
六
・
七
・
二
四
─
─
80

四
一
─
─
電
子
計
算
機
、
視
聴
率
、
入
学
率
●
一
九
六
六
・
七
・
三
一
─
─
82

四
二
─
─
ク
イ
ズ
文
化
●
一
九
六
六
・
八
・
七
─
─
84

四
三
─
─
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
大
使
の
辞
任
●
一
九
六
六
・
八
・
一
四
─
─
86

四
四
─
─
赤
い
ジ
ュ
ウ
タ
ン
の
ギ
ャ
ン
グ
●
一
九
六
六
・
八
・
二
一
─
─
88

四
五
─
─
寄
付
は〝
第
二
の
税
金
〟か
●
一
九
六
六
・
八
・
二
八
─
─
90

四
六
─
─「
取
消
し
」と「
変
更
」●
一
九
六
六
・
九
・
四
─
─
92

四
七
─
─
善
意
の
ワ
ン
マ
ン
●
一
九
六
六
・
九
・
一
一
─
─
94

四
八
─
─
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
六
三
制
●
一
九
六
六
・
九
・
一
八
─
─
96

四
九
─
─
鈴
木
茂
三
郎
氏
の
引
退
●
一
九
六
六
・
九
・
二
五
─
─
98

五
〇
─
─
あ
ざ
や
か
な
三
原
色
の
国
●
一
九
六
六
・
一
〇
・
一
六
─
─
100

五
一
─
─
趙
安
博
氏
の
弁
明
に
答
え
る
●
一
九
六
六
・
一
〇
・
二
三
─
─
102

五
二
─
─
壁
新
聞
と
怪
文
書
●
一
九
六
六
・
一
〇
・
三
〇
─
─
104

五
三
─
─
ガ
ン
サ
ー
と
サ
ル
ト
ル
●
一
九
六
六
・
一
一
・
六
─
─
106

五
四
─
─
告
訴
ブ
ー
ム
に
つ
い
て
●
一
九
六
六
・
一
一
・
一
三
─
─
108

五
五
─
─
荒
木
元
大
将
の
死
●
一
九
六
六
・
一
一
・
二
〇
─
─
110

五
六
─
─
急
増
す
る
中
小
企
業
の
倒
産
●
一
九
六
六
・
一
一
・
二
七
─
─
112

五
七
─
─
亀
井
勝
一
郎
の
清
純
●
一
九
六
六
・
一
二
・
四
─
─
114

五
八
─
─
政
治
家
の
秘
書
●
一
九
六
六
・
一
二
・
一
一
─
─
116

五
九
─
─
名
乗
り
を
あ
げ
よ
保
守
第
二
党
●
一
九
六
六
・
一
二
・
一
八
─
─
118

六
〇
─
─
建
国
記
念
日
問
題
と
私
軽
率
、
無
思
慮
、
不
明
を
国
民
に
わ
び
る

　
　
　

 

●
一
九
六
六
・
一
二
・
二
五
─
─
120

六
一
─
─
選
挙
レ
ー
ス
の
フ
ラ
イ
ン
グ
●
一
九
六
七
・
一
・
一
─
─
122

六
二
─
─
私
の
マ
ス
コ
ミ
生
活
●
一
九
六
七
・
一
・
八
─
─
124

六
三
─
─
戦
後
コ
ー
ス
の
明
治
的
修
正
●
一
九
六
七
・
一
・
一
五
─
─
126

六
四
─
─
フ
シ
の
あ
る
人
間
●
一
九
六
七
・
一
・
二
二
─
─
128

六
五
─
─〝
一
匹
狼
〟の
一
匹
性
●
一
九
六
七
・
一
・
二
九
─
─
130

六
六
─
─
三
位
決
定
戦
へ
の
興
味
●
一
九
六
七
・
二
・
五
─
─
132

六
七
─
─
サ
ン
デ
ー
時
評
ワ
イ
ド
版
総
選
挙
を
考
察
す
る
●
一
九
六
七
・
二
・
一
二
─
─
134

六
八
─
─
都
知
事
選
と
社
会
党
●
一
九
六
七
・
二
・
一
九
─
─
140

六
九
─
─
毛
沢
東
と
ス
カ
ル
ノ
●
一
九
六
七
・
二
・
二
六
─
─
142

七
〇
─
─
大
学
、
大
学
生
お
よ
び
大
学
教
授
●
一
九
六
七
・
三
・
五
─
─
144

七
一
─
─
巌
流
島
の
東
京
都
知
事
選
●
一
九
六
七
・
三
・
一
二
─
─
146

七
二
─
─
文
化
大
革
命
と
四
作
家
の
声
明
●
一
九
六
七
・
三
・
一
九
─
─
148

七
三
─
─〝
第
二
夫
人
〟論
争
●
一
九
六
七
・
三
・
二
六
─
─
150

七
四
─
─
石
垣
綾
子
さ
ん
の
再
婚
●
一
九
六
七
・
四
・
二
─
─
152

七
五
─
─
政
治
の〝
悲
劇
〟と〝
喜
劇
〟●
一
九
六
七
・
四
・
九
─
─
154

七
六
─
─
宝
石
と
い
う
名
の〝
麻
薬
〟●
一
九
六
七
・
四
・
一
六
─
─
156

七
七
─
─
企
業
化
し
た
政
党
・
政
治
家
●
一
九
六
七
・
四
・
二
三
─
─
158

七
八
─
─
革
新
系
都
知
事
の
誕
生
●
一
九
六
七
・
四
・
三
〇
─
─
160

七
九
─
─
対
話
時
代
●
一
九
六
七
・
五
・
七
─
─
162

八
〇
─
─
レ
ジ
ャ
ー
時
代
●
一
九
六
七
・
五
・
一
四
─
─
164

八
一
─
─
一
生
愚
夫
に
ま
み
え
ず
●
一
九
六
七
・
五
・
二
一
─
─
166

八
二
─
─「
都
民
党
」と
は
な
に
か
●
一
九
六
七
・
五
・
二
八
─
─
168

八
三
─
─
レ
モ
ン
爆
弾
の
幻
想
●
一
九
六
七
・
六
・
四
─
─
170



八
四
─
─
女
性
の
政
治
的
能
力
●
一
九
六
七
・
六
・
一
一
─
─
172

八
五
─
─
八
ヵ
月
ぶ
り
の
香
港
●
一
九
六
七
・
六
・
一
八
─
─
174

八
六
─
─
中
東
戦
争
を
マ
ニ
ラ
で
聞
く
●
一
九
六
七
・
六
・
二
五
─
─
176

八
七
─
─「
青
年
の
船
」の
発
案
者
と
し
て
●
一
九
六
七
・
七
・
九
─
─
178

八
八
─
─
ス
パ
イ
に
つ
い
て
●
一
九
六
七
・
七
・
一
六
─
─
180

八
九
─
─〝
焼
身
他
殺
〟事
件
に
思
う
●
一
九
六
七
・
七
・
二
三
─
─
182

九
〇
─
─
コ
ラ
ー
サ
号
と
N
H
K
●
一
九
六
七
・
七
・
三
〇
─
─
184

九
一
─
─
中
国
通
の
メ
ン
タ
ル
・
テ
ス
ト
●
一
九
六
七
・
八
・
六
─
─
186

九
二
─
─
黒
人
騒
動
は
国
内
植
民
地
の
解
放
運
動
●
一
九
六
七
・
八
・
一
三
─
─
188

九
三
─
─
新
型
の〝
中
間
層
国
家
〟日
本
●
一
九
六
七
・
八
・
二
〇
─
─
190

九
四
─
─
社
会
党
解
散
論
●
一
九
六
七
・
八
・
二
七
─
─
192

九
五
─
─〝
潜
在
離
婚
〟の
社
会
党
●
一
九
六
七
・
九
・
三
─
─
194

九
六
─
─
福
祉
国
家
と
は
な
に
か
●
一
九
六
七
・
九
・
一
〇
─
─
196

九
七
─
─
羽
越
豪
雨
●
一
九
六
七
・
九
・
一
七
─
─
198

九
八
─
─
現
代
へ
の
抵
抗
●
一
九
六
七
・
一
〇
・
一
─
─
200

九
九
─
─
電
気
人
間
に
狙
わ
れ
る
●
一
九
六
七
・
一
〇
・
八
─
─
202

一
〇
〇
─
国
慶
節
と
前
進
座
●
一
九
六
七
・
一
〇
・
一
五
─
─
204

一
〇
一
─
教
育
・
宗
教
・
政
党
の
企
業
化
●
一
九
六
七
・
一
〇
・
二
二
─
─
206

一
〇
二
─
民
族
の
精
神
構
造
の
深
層
部
●
一
九
六
七
・
一
〇
・
二
九
─
─
208

一
〇
三
─
吉
田
が
死
ん
で
戦
後
は
終
わ
っ
た
●
一
九
六
七
・
一
一
・
五
─
─
210

一
〇
四
─〝
国
葬
〟に
思
う
●
一
九
六
七
・
一
一
・
一
二
─
─
212

一
〇
五
─
ロ
シ
ア
革
命
五
十
周
年
●
一
九
六
七
・
一
一
・
一
九
─
─
214

一
〇
六
─
由
比
老
人
の
死
の
純
粋
度
●
一
九
六
七
・
一
一
・
二
六
─
─
216

一
〇
七
─
首
相
訪
米
は
成
功
か
、
失
敗
か
●
一
九
六
七
・
一
二
・
三
─
─
218

一
〇
八
─
日
本
国
の〝
家
庭
教
師
〟●
一
九
六
七
・
一
二
・
一
〇
─
─
220

一
〇
九
─
ス
パ
イ
と
秘
密
●
一
九
六
七
・
一
二
・
一
七
─
─
222

一
一
〇
─
い
つ
ま
で
続
く
昭
和
元
禄
時
代
●
一
九
六
七
・
一
二
・
二
四
─
─
224

一
一
一
─
生
命
と
は
？
人
間
と
は
？
●
一
九
六
七
・
一
二
・
三
一
─
─
226

主
要
人
名
索
引　
ⅰ



一
一
二
─
宇
宙
紀
元
元
年
●
一
九
六
八
・
一
・
七
─
─
2

一
一
三
─〝
明
治
〟と
の
対
決
の
年
●
一
九
六
八
・
一
・
一
四
─
─
4

一
一
四
─
北
村
サ
ヨ
と
笠
信
太
郎
の
死
●
一
九
六
八
・
一
・
二
一
─
─
6

一
一
五
─
日
本
は
国
際
的
な〝
駆
込
み
寺
〟●
一
九
六
八
・
一
・
二
八
─
─
8

一
一
六
─
佐
世
保
事
件
と
社
会
を
動
か
す〝
力
〟●
一
九
六
八
・
二
・
四
─
─
10

一
一
七
─〝
虚
栄
の
市
〟万
国
博
●
一
九
六
八
・
二
・
一
一
─
─
12

一
一
八
─
裏
口
入
学
と
大
学
企
業
●
一
九
六
八
・
二
・
一
八
─
─
14

一
一
九
─〝
舌
禍
〟と
政
治
家
の
能
力
●
一
九
六
八
・
二
・
二
五
─
─
16

一
二
〇
─
大
学
企
業
化
の
す
す
め
●
一
九
六
八
・
三
・
三
─
─
18

一
二
一
─
金
嬉
老
の
ミ
ニ
・
ク
ー
デ
タ
ー
●
一
九
六
八
・
三
・
一
〇
─
─
20

一
二
二
─
人
間
の
評
価
は
む
ず
か
し
い
●
一
九
六
八
・
三
・
一
七
─
─
22

一
二
三
─
平
和
国
家
の
忠
誠
心
●
一
九
六
八
・
三
・
二
四
─
─
24

一
二
四
─〝
売
卜
産
業
〟時
代
●
一
九
六
八
・
三
・
三
一
─
─
26

一
二
五
─
神
に
対
す
る
人
間
の
勝
利
●
一
九
六
八
・
四
・
七
─
─
28

一
二
六
─
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
と
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